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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第54期

第１四半期連結
累計期間

第55期
第１四半期連結
累計期間

第54期

会計期間
自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日

自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日

自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日

売上高（千円） 19,709,510 19,951,121 79,859,150

経常利益（千円） 818,918 1,285,032 3,937,734

四半期（当期）純利益（千円） 321,416 759,786 2,111,517

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
179,985 657,589 1,784,067

純資産額（千円） 28,322,801 29,387,965 29,197,637

総資産額（千円） 52,537,185 54,485,089 54,087,081

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
14.81 35.57 97.78

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
― ― ―

自己資本比率（％） 53.5 53.5 53.6

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。　

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．第54期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当グループ（当社及び連結子会社）が判断

したものであります。　

 

(1)　業績の状況　

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、産

業界全般の活動の停滞、消費者の購買意識の変化など、先行きが不透明な状況で推移いたしました。

当グループにおきましては、震災による重大な被害は受けておらず、原材料の調達と配送手段の確保に取り組

み、お客様への供給責任を果たすことに全力を挙げました。また、内定を取り消された学生など震災によって就労

の場を奪われた若者の雇用を進めるなど、企業の社会的責任に関わる活動にも積極的に取り組んでおります。

このような状況の中、当グループは平成21年度からの３カ年中期経営計画の最終年度を迎え、「グローバル・

フード・カンパニー」の実現を目指し、国内主力ブランドの強化による成長の加速、コスト競争力の強化、海外事

業の推進などに取り組んでおります。　

国内においては、主力商品を中心とした販売活動に注力し「亀田の柿の種」、「ハッピーターン」、「手塩屋」、

「まがりせんべい」、「ぽたぽた焼」などの基幹ブランドが成長いたしました。また、高級米菓ブランド「十火」

や柿の種専門店「かきたねキッチン」も好調に推移し、売上を拡大しております。海外においては、引き続き現地

市場の開拓に努めております。これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は19,951百万円（前年同四半期

連結累計期間比241百万円の増加）となりました。

利益面においては、原材料価格の高騰や減価償却費の増加などのコスト増加要因がありましたが、主力商品を中

心とした生産による稼働率の向上、広告宣伝費や販売促進費の抑制、グループ全体で取り組んでいるコスト削減活

動の成果などによって増益を図りました。以上の結果、営業利益1,097百万円（前年同四半期連結累計期間比496百

万円の増加）、経常利益1,285百万円（前年同四半期連結累計期間比466百万円の増加）、四半期純利益759百万円

（前年同四半期連結累計期間比438百万円の増加）となりました。

(2)　事業上及び財務上の対処すべき課題　

　当第１四半期連結累計期間において、当グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。　

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。　

株式会社の支配に関する基本方針

１．基本方針

　    当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として、当社の株主の皆様、お客様、お得意先様、従業

員、地域社会などとの共存・共栄をはかり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保と向上に資する者が

望ましいと考えております。

　　　もっとも、当社の株主の在り方については、株主は資本市場での自由な取引を通じて決まるものであり、会社を支

配する者の在り方は、最終的には株主全体の意思に基づき判断されるべきものと考えています。
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　　　しかし、昨今のわが国の資本市場においては、対象となる株式会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大規

模の株式の買付を強行するような動きも顕在化しつつあり、このような買付行為の中には、買収の目的等が、企業

価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主に株式の売却を事実上強要

するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が当該買付の内容を検討・判断し、あるいは対象会社の取締

役会が代替案を提示するための必要な時間や情報を与えることなく行われるもの、買付の対価の価額、買付の手

法等が対象会社の企業価値および株主に対して不適当なもの、対象会社と対象会社をめぐるステークホルダーと

の間の関係を損ねるおそれをもたらすものなど、企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものもみられま

す。　

　　　当社は、このような大規模の買付行為や買付提案等、当社の企業価値およびブランド価値ひいては株主共同の利益

に反する重大な悪影響を与えるおそれをもたらす行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配す

る者として適当でないと考えます。

２．基本方針の実現に資する取り組み

　　　当社は、多数の投資家の皆様に長期的に当社に投資を継続していただくため、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益を向上させるための取り組みとして、次の施策を実施しております。これらの取り組みは、上記の基本方針の

実現に資するものと考えております。

　　①コーポレート・ガバナンスの強化による企業価値向上の取り組み

　　　1)当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

　　　当社のコーポレート・ガバナンスの考え方は、昭和32年の会社設立時に制定された社是、経営理念ならびに経営基

本方針を基本としております。

　　　(社 　是)

製菓展道立己

　　　(経営理念)

１．会社にまつわるすべての者の要望に応える

１．会社の永劫の存続をはかる

　　　(経営基本方針)

１．民主経営で行く

１．会社を私物化しない

１．計画経営に徹する

　　　これらの考え方に基づき、当社は創業以来一貫して現代企業のあるべき経営の姿を志向し、ステークホルダーとの

関係を尊重し、社会の要請に応えることで事業の発展と企業価値の向上に取り組んでまいりました。

　　　2）コーポレート・ガバナンス体制と企業価値向上へ向けた取り組みの状況　

　　　当社は監査役会設置会社の形態を選択するとともに、平成15年より執行役員制度を採ることによって経営の監督

と執行を分化することとしております。

　　　また、当社は社外取締役２名および社外監査役２名の参画により、経営の意思決定における客観性を高めるととも

に、監査役会による経営者に対する監督機能の強化をはかっております。　

　　　さらに、当社は社外の有識者によるアドバイザリーボード「経営懇談会」を定期的に開催し、コーポレート・ガバ

ナンスの強化およびコンプライアンス確保について客観的な評価・助言を得ております。

　　　内部監査を担当する監査室は、当社におけるコンプライアンスの確保、内部統制の状況に関するモニタリングを行

い、取締役会および監査役会に報告するとともに改善指導を行っております。

　　　食品企業にとって最も重要な食の安全・安心の確保については品質保証委員会を設置し、当社および当社グルー

プ全体を対象として、品質保証体制の構築と改善・指導にあたっております。

　　　これらの取り組みを通じて、当社は企業価値およびブランド価値ひいては株主共同の利益の確保・向上をはかっ

てまいります。

　　②中期経営計画に基づく計画経営の実行

　　　当社は、中期経営計画による計画的な経営を行うこととしております。これは、当社の社是・経営理念・経営基本

方針を中心としたコーポレート・ガバナンスの考え方に基づいたものであり、中長期的な視点に立って企業価値

の向上をはかるものであると考えております。　
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３．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取り組み

　　　当社は、平成22年４月23日開催の当社取締役会において、１．で述べた基本方針に照らし、「当社株式の大規模買

付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)の継続を決議し、平成22年６月23日開催

の第53期定時株主総会において、本プランの継続につき承認を得ております。　

　　　本プランでは、当社株式に対し20％以上の大規模買付行為を行おうとする者（以下「大規模買付者」といいま

す。）が大規模買付行為実施前に遵守すべき、大規模買付行為に関する合理的なルール（以下「大規模買付ルー

ル」といいます。）を定めております。大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを

判断するために必要な情報や、当社取締役会の意見を提供し、更には当社株主の皆様が当社取締役会の代替案の

提示を受ける機会を確保することを目的としております。当社取締役会は、大規模買付者に対し、大規模買付行為

に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に提供することを要請し、当該情報の提供完了後、大規模買付行為

の評価検討のための期間を設定し、当社取締役会としての意見形成や必要に応じ代替案の策定を行い、公表する

こととします。従いまして、大規模買付行為は、取締役会の評価検討の期間の経過後にのみ開始されるものとしま

す。大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会は、当該大規模買付行為が、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益を著しく毀損することが明白と判断される場合を除き、対抗措置をとりません。他方、

大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は当社企業価値ひいては株主共同

の利益を守ることを目的として、必要性相当性の範囲内において会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗

措置をとり、大規模買付行為に対抗することがあります。

　　　本プランの有効期間は３年間(平成25年６月に開催される定時株主総会終結の時まで)といたしました。

　　　なお、本日現在、当社株式への大規模買付に関する打診および申し入れ等は一切ございません。

４．本プランが、基本方針に沿うものであり、当社の企業価値または株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会

社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて　　

　　　当社取締役会は、以下の理由から、本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値または株主共同の利益を損なうも

のではなく、かつ当社経営陣の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。　

　　①買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

　　　本プランは、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向

上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足しています。また、経済産業省に設置された

企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の

内容も踏まえたものとなっております。

　　②株主意思を重視するものであること

　　　本プランは、平成22年６月23日開催の第53期定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき発効しており、株

主の皆様のご意向が反映されたものとなっております。また、本プラン継続後、有効期間の満了前であっても、株

主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることにな

り、株主の皆様のご意向が反映されます。

　　③独立性の高い社外者の判断の重視

　　　本プランにおける対抗措置の発動等の判断に際しては、当社の業務執行から独立している委員で構成される独立

委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

に資するべく本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。　

　　④合理的な客観的要件の設定

　　　本プランは、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ、発動されないように設定されてお

り、取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されています。　

　　⑤独立した外部専門家の意見の取得

　　　独立委員会は、当社の費用で、独立した外部専門家（投資銀行、証券会社、弁護士、その他外部の専門家）の助言を

得ることができるとしています。これにより、独立委員会による判断の公正さ、客観性がより強く担保される仕組

みとなっております。 　
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　　⑥デッドハンド型の買収防衛策ではないこと

　　　本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止することができるも

のとされており、当社の株式を大量に買付けようとする者が、自己の指名する取締役を当社株主総会で選任し、か

かる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハン

ド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありま

せん。

　

(3)　研究開発費活動　

　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、225百万円であります。なお、当第１

四半期連結累計期間において、当グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 59,251,000

計 59,251,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成23年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年８月11日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 22,318,650 同左　　
東京証券取引所

（市場第二部）

　単元株式数

　100株　

計 22,318,650 同左 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成23年４月１日～

平成23年６月30日
― 22,318 ― 1,946,132 ― 486,533

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成23年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

 平成23年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ─ ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ─ ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式       919,400
─ ─

完全議決権株式(その他) 普通株式    21,372,600 213,726 ─

単元未満株式 普通株式        26,650 ─ １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 22,318,650 ─ ─

総株主の議決権 ─ 213,726 ─

　（注）　上記「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社所有の自己保有株式48株が含まれております。

②【自己株式等】

 平成23年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

亀田製菓株式会社
新潟県新潟市江南区亀田

工業団地３丁目１番１号
919,400 ─ 919,400 4.11

計 ― 919,400 ─ 919,400 4.11

　（注）　当第１四半期会計期間末日現在の当社所有の自己保有株式は、1,075,628株（発行済株式総数に対する所有株式

数の割合 4.81％）であります。　

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成23年４月１日から平

成23年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,673,880 9,541,355

受取手形及び売掛金 10,053,765 7,935,964

商品及び製品 1,018,310 1,164,134

仕掛品 530,044 573,603

原材料及び貯蔵品 1,411,853 1,461,694

その他 1,366,594 1,442,164

貸倒引当金 △10,440 △9,368

流動資産合計 21,044,008 22,109,547

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,965,870 8,820,014

機械装置及び運搬具（純額） 9,576,296 9,101,531

土地 6,642,902 6,642,902

その他（純額） 466,474 639,346

有形固定資産合計 25,651,543 25,203,794

無形固定資産

のれん 19,643 18,132

その他 662,689 643,575

無形固定資産合計 682,333 661,708

投資その他の資産

その他 6,771,506 6,572,350

貸倒引当金 △62,311 △62,311

投資その他の資産 6,709,195 6,510,039

固定資産合計 33,043,072 32,375,541

資産合計 54,087,081 54,485,089
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,139,494 5,154,879

短期借入金 2,735,000 2,735,000

未払法人税等 562,391 737,416

賞与引当金 1,091,891 1,790,012

その他の引当金 388,000 214,501

資産除去債務 77,401 76,157

その他 4,618,658 4,378,368

流動負債合計 14,612,838 15,086,334

固定負債

長期借入金 3,135,000 2,910,000

退職給付引当金 6,415,212 6,395,570

その他の引当金 331,900 309,500

資産除去債務 73,933 75,676

負ののれん 23,056 17,292

その他 297,502 302,750

固定負債合計 10,276,604 10,010,789

負債合計 24,889,443 25,097,123

純資産の部

株主資本

資本金 1,946,132 1,946,132

資本剰余金 486,533 486,533

利益剰余金 28,580,660 29,105,055

自己株式 △1,413,729 △1,645,599

株主資本合計 29,599,597 29,892,121

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △221,413 △259,820

繰延ヘッジ損益 23,348 △3,317

為替換算調整勘定 △435,004 △454,503

その他の包括利益累計額合計 △633,069 △717,640

少数株主持分 231,109 213,484

純資産合計 29,197,637 29,387,965

負債純資産合計 54,087,081 54,485,089
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

売上高 19,709,510 19,951,121

売上原価 11,742,112 11,591,276

売上総利益 7,967,398 8,359,844

販売費及び一般管理費 7,365,744 7,261,923

営業利益 601,653 1,097,921

営業外収益

受取利息 3,495 2,912

受取配当金 52,803 51,881

負ののれん償却額 5,764 5,764

持分法による投資利益 140,891 125,642

その他 50,255 32,659

営業外収益合計 253,209 218,859

営業外費用

支払利息 11,560 14,588

その他 24,384 17,160

営業外費用合計 35,944 31,749

経常利益 818,918 1,285,032

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,911 －

特別利益合計 3,911 －

特別損失

固定資産処分損 56,661 33,793

投資有価証券評価損 76,199 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 98,573 －

特別損失合計 231,434 33,793

税金等調整前四半期純利益 591,395 1,251,238

法人税、住民税及び事業税 488,063 743,637

法人税等調整額 △196,842 △243,812

法人税等合計 291,221 499,825

少数株主損益調整前四半期純利益 300,174 751,413

少数株主損失（△） △21,242 △8,372

四半期純利益 321,416 759,786
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 300,174 751,413

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △43,787 △38,629

繰延ヘッジ損益 △1,966 △26,665

為替換算調整勘定 △16,913 15,347

持分法適用会社に対する持分相当額 △57,521 △43,875

その他の包括利益合計 △120,189 △93,824

四半期包括利益 179,985 657,589

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 211,674 675,215

少数株主に係る四半期包括利益 △31,689 △17,625
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【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。　　

 

【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。　

　

前第１四半期連結累計期間

（自　平成22年４月１日

　　至　平成22年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成23年４月１日   

　至　平成23年６月30日）

減価償却費 730,101千円　 842,150千円

のれんの償却額　 1,511 1,511

負ののれんの償却額　 5,764 5,764

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

　　配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月23日

定時株主総会
普通株式 260,361 利益剰余金 12平成22年３月31日平成22年６月24日

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年６月22日

定時株主総会
普通株式 235,391 利益剰余金 11平成23年３月31日平成23年６月23日
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成23年４月１日　至平成23年６月30日）

　当グループは、菓子の製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

　　１株当たり四半期純利益金額 14円81銭 35円57銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 321,416 759,786

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 321,416 759,786

普通株式の期中平均株式数（千株） 21,696 21,361

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。　

　

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

２【その他】

　 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年８月９日

亀田製菓株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人　トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 　平野　　洋　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 　神代　　勲　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている亀田製菓株式会社の

平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成23年４月１日から平成23年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビュー

を行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務

諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成

し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分

析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、亀田製菓株式会社及び連結子会社の平成23年６月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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